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令和７年度第１回療育支援・教育部会 児童通所支援事業所連絡会 

合同会議 議事要録 

 

1.日時：令和 7年 5月 15日（木）10：00～12：00 

 

2.場所：南部地域福祉センターB棟１階研修室 

 

3.議事： 

(1)療育支援・教育部会及び児童通所支援事業所連絡会の実施内容について 

(2)「医療的ケア児者等とその家族のための支援アクションプラン」について 

(3)ことばと発達の相談室について（佐倉市母子保健課） 

(4)その他 

 

4.議事概要 

(1)療育支援・教育部会及び児童通所支援事業所連絡会の実施内容について 

●事務局より、本会の概要について解説。 

・療育支援・教育部会は障害者総合支援協議会の下に設置される専門部会の 1 つと

して位置する。 

・障害児への支援について、日頃生じる疑問点等を本会で共有し、意見を出し合う

場として活用して頂きたい。 

(2)「医療的ケア児者等とその家族のための支援アクションプラン」について 

●事務局より、アクションプランについて説明。 

・皆様に意見を頂きながら、本プランに策定した課題を解消するためのアイデア出

しをしていきたいと考えている。 

(3)ことばと発達の相談室について（佐倉市母子保健課） 

●佐倉市母子保健課より、ことばと発達の相談室の利用頻度検討について説明。 

・児童発達支援の拡大に伴い、ことばと発達の相談室の役割を「児への発達指導」

から「障害児支援に携わる機関との連携」へと変化させていきたい。 

・そのため、ことばと発達の相談室と児童発達支援の両方を利用している児童に対

する相談室の利用頻度を変更していきたいと考えている。 

・ことばと発達の相談室から児童発達支援へ移行する際の事業所との情報連携を行

うほか、支援スキルの共有や、対象児童についての情報共有も行っていきたいと

考えている。 

(4)その他 

●事務局より今後のスケジュール確認。 

 ・次回は令和 7年 7月 3日（木）開催予定。 

 

（以上） 


